
支
給
要
件　
①
～
③
の
要
件
を
満

た
し
て
い
る
こ
と

①
65
歳
以
上
で
老
齢
基
礎
年
金
を

受
け
て
い
る

②
請
求
す
る
か
た
の
世
帯
全
員
の
市

町
村
民
税
が
非
課
税
と
な
っ
て
い
る

③
前
年
の
年
金
収
入
額
と
そ
の
他

の
所
得
額
の
合
計
が
87
万
9
3
0
0

円
以
下
で
あ
る

給
付
額　
5
0
0
0
円（
月
額
）を

基
準
に
、保
険
料
納
付
済
期
間
な
ど

に
応
じ
て
算
出
さ
れ
、次
の
1
・2

の
合
計
額
と
な
り
ま
す（
※
１
）。

支
給
要
件　

①
・
②
の
要
件
を
満

た
し
て
い
る
こ
と

①
障
害
基
礎
年
金
を
受
け
て
い
る

②
前
年
の
所
得
額
が「
4
6
2
万

1
0
0
0
円
+
扶
養
親
族
の
数
×

38
万
円（
※
３
）」以
下
で
あ
る

給
付
額　
障
害
等
級
に
よ
り
次
の

と
お
り
で
す
。

●
障
害
等
級
２
級
…
5
0
0
0
円

（
月
額
）

●
障
害
等
級
1
級
…
6
2
5
0
円

（
月
額
）

支
給
要
件　

①
・
②
の
要
件
を
満

た
し
て
い
る
こ
と

①
遺
族
基
礎
年
金
を
受
け
て
い
る

②
前
年
の
所
得
額
が「
4
6
2
万

1
0
0
0
円
+
扶
養
親
族
の
数
×

38
万
円（
※
３
）」
以
下
で
あ
る

給
付
額　
5
0
0
0
円（
月
額
）

　

た
だ
し
、2
人
以
上
の
子
が
遺

族
基
礎
年
金
を
受
給
し
て
い
る
場

合
は
、5
0
0
0
円
を
子
の
数
で

割
っ
た
金
額
が
そ
れ
ぞ
れ
に
支
払

わ
れ
ま
す
。

※
３　
同
一
生
計
配
偶
者
の
う
ち

70
歳
以
上
の
者
ま
た
は
老
人
扶
養

親
族
の
場
合
は
48
万
円
、
特
定
扶

養
親
族
ま
た
は
16
歳
以
上
19
歳
未

満
の
扶
養
親
族
の
場
合
63
万
円
と

な
り
ま
す
。

　

平
成
31
年
4
月
1
日
時
点
で
、

老
齢
・
障
害
・
遺
族
基
礎
年
金
を

受
給
し
、
支
給
要
件
を
満
た
し
て

い
る
か
た
に
は
、
９
月
中
旬
に
日

本
年
金
機
構
か
ら
給
付
金
の
請
求

手
続
き
に
必
要
な
書
類
が
送
付
さ

れ
ま
す
。必
要
事
項
を
記
入
の
上
、

年
金
事
務
所
に
速
や
か
に
提
出
し

て
く
だ
さ
い
。

　
な
お
、
令
和
2
年
1
月
以
降
に

請
求
し
た
場
合
、
請
求
月
の
翌
月

分
か
ら
が
支
給
対
象
と
な
り
ま
す

の
で
注
意
し
て
く
だ
さ
い
。

※
こ
れ
か
ら
基
礎
年
金
を
請
求
す

る
か
た
は
、
基
礎
年
金
の
請
求
書

と
一
緒
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

●
毎
年
度
、
所
得
情
報
に
よ
り
、

年
金
生
活
者
支
援
給
付
金
の
支
給

要
件
を
満
た
し
て
い
る
か
を
判
定

し
ま
す
。
支
給
要
件
を
満
た
す
場

合
、
２
年
目
以
降
の
手
続
き
は
原

則
不
要
と
な
り
ま
す
。

●
給
付
額
は
、
毎
年
度
、
物
価
の

変
動
に
よ
る
改
定（
物
価
ス
ラ
イ

ド
改
定
）
が
あ
り
ま
す
。

給
付
金
に
つ
い
て
の
問
合
せ
先

「
ね
ん
き
ん
ダ
イ
ヤ
ル
」

老
齢（
補
足
的
老
齢
）年
金
生
活
者

支
援
給
付
金

障
害
年
金
生
活
者

支
援
給
付
金

遺
族
年
金
生
活
者
支
援
給
付
金

留
意
事
項

請
求
手
続
き

　10月 1日から年金生活者支援給付金制度が開始されます。年金生活者支援給付金は、消費税率引き上げ分
を活用し、公的年金などの収入や所得額が一定基準額以下の年金受給者の生活を支援するために、年金に上
乗せして支給されるものです。
　給付金を受け取るには、年金生活者支援給付金請求書の提出が必要です。

年金生活者支援給付金制度が始まります
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・
P
H
S
専
用
）

1 5,000 円×60/480 月＝ 625 円
2 10,834円× 240/480月＝ 5,417円

〈合計〉1 625 円 +2 5,417 円＝ 6,042 円（月額）
※給付額に 1 円未満の端数が生じた場合、0.5 円以上は切り上げて計算します。

1 5,000円×420/480月＝ 4,375円
2 10,834円×0/480月＝ 0円

〈合計〉1 4,375 円 + 2 0 円＝ 4,375 円（月額）

1保険料納付済期間に基づく額（月額）＝ 5,000円×保険料納付期間 /480月
2保険料免除期間に基づく額（月額）＝10,834円（※２）×保険料免除期間 /480月
※1　 前年の年金収入額とその他の所得額の合計が 779,300 円を超え 879,300 円以下のかたに

は、1に一定割合を乗じた補足的老齢年金生活者支援給付金が支給されます。毎年度の所得
額に応じて給付金が増減します。

※ 2　 保険料全額免除、4 分の 3 免除、2 分の 1免除期間は 10,834 円（老齢基礎年金満額（月額）
の 6 分の 1）、保険料 4 分の 1免除期間は 5,417 円（老齢基礎年金満額（月額）の 12 分の 1）
となります。毎年度の老齢基礎年金額の改定に応じて変動します。

老齢（補足的老齢）年金生活者支援給付金の給付額

納付済月数が 420か月、全額免除月数が 0か月の場合例

納付済月数が 60か月、全額免除月数が 240か月の場合例

市民課保険年金係　　　  　　 25 １１４８
伊勢年金事務所　　　０５９６ 27 ３６０１
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